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報第４号 

令和７年度下呂市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて

 令和７年度下呂市一般会計繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令（昭和 22 年政令

第 16 号）第 146 条第２項の規定により報告する。 

令和８年６月５日提出   

                    下呂市長  山 内  登

-2-



令和７年度下呂市一般会計繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

左　の　財　源　内　訳

事　業　名 金　　額 翌年度繰越額 既収入特定 未　収　入　特　定　財　源

（ 限 度 額 ） 財　　　源 国・県支出金 市　　債 その他

2 総務費 1 総務管理費
総務一般管理諸経費臨時(組織再編移行
準備)

10,341,000 5,483,000 5,483,000

2 総務費 1 総務管理費
星雲会館(萩原庁舎)等管理費臨時(エレベー
ター改修)

8,998,000 8,998,000 7,400,000 1,598,000

2 総務費 1 総務管理費 市有林造林事業 16,831,000 16,830,000 8,303,000 8,527,000

2 総務費 1 総務管理費 暮らし応援商品券配布事業 373,276,000 210,519,000 192,468,000 18,051,000

2 総務費 1 総務管理費 物産振興推進事業(ECサイト運用経費) 5,440,000 5,369,000 5,368,000 1,000

2 総務費 1 総務管理費
庁内情報化推進諸経費臨時(標準準拠シ
ステム移行業務)

66,486,000 22,093,000 22,093,000

2 総務費 3
台帳費
戸籍住民基本 戸籍住民事務費臨時(標準準拠システム

(戸籍附票)移行業務)
7,260,000 7,260,000 7,260,000

2 総務費 3
戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民事務費臨時(戸籍附票システム等改修) 3,977,000 3,977,000 3,977,000 0

3 民生費 2 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 800,000 800,000 800,000

3 民生費 2 児童福祉費
保育所運営費臨時(標準準拠システム(子
ども・子育て支援)導入業務)

3,795,000 3,795,000 3,795,000

6 農林水産業費 2 林業費 森林経営管理事業(間伐整備) 132,500,000 132,500,000 38,341,000 94,159,000

6 農林水産業費 2 林業費
沿道伐採事業(市道森８・11号線・市道
落合８号線)

14,400,000 14,400,000 14,400,000

7 商工費 1 商工費
中小企業等省エネ対策設備導入事業(LED
照明設備への切替に対する補助)

24,000,000 23,782,000 14,182,000 9,600,000

款 項
一般財源
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令和７年度下呂市一般会計繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

左　の　財　源　内　訳

事　業　名 金　　額 翌年度繰越額 既収入特定 未　収　入　特　定　財　源

（ 限 度 額 ） 財　　　源 国・県支出金 市　　債 その他

款 項
一般財源

7 商工費 1 商工費 生産性向上支援事業 657,000 657,000 657,000

8 土木費 2 道路橋梁費
社会資本整備総合交付金事業(羽根中央
線・和川12号線)

118,140,000 118,140,000 32,901,000 85,100,000 139,000

8 土木費 2 道路橋梁費 防災・安全交付金道路事業 9,996,000 9,996,000 4,196,000 5,800,000

8 土木費 3 河川費 自然災害防止対策事業(河川) 118,370,000 118,370,000 118,200,000 170,000

8 土木費 4 都市計画費
社会資本整備総合交付金事業(地域再生
計画事業)

81,300,000 81,300,000 57,018,000 24,282,000 0

8 土木費 4 都市計画費 都市再生整備事業 8,580,000 3,000,000 1,815,000 500,000 685,000

9 消防費 1 消防費
災害対策諸経費臨時（避難所資機材購
入）

3,410,000 3,410,000 1,705,000 1,705,000

10 教育費 3 中学校費
中学校屋内運動場改修事業(萩原南中学
校屋内運動場照明LED化改修工事)

25,096,000 25,096,000 8,365,000 16,700,000 31,000

11 災害復旧費 1
農林水産業施
設災害復旧費

現年補助林業施設災害復旧事業 63,528,000 41,578,000 13,810,000 27,768,000 0

11 災害復旧費 1
農林水産業施
設災害復旧費

現年市単林業施設災害復旧事業 3,090,000 3,090,000 3,090,000 0

11 災害復旧費 2
公共土木施設
災害復旧費

現年補助災害復旧事業 14,050,000 10,661,000 1,403,000 5,958,000 3,300,000 0

1,114,321,000 871,104,000 120,845,000 324,605,000 230,700,000 0 194,954,000合　　　　　計
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報第５号

令和７年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て

令和７年度下呂市水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法（昭和 27年法律第 292

号）第 26 条第３項の規定により報告する。

令和８年６月５日提出   

下呂市長  山 内  登
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

１資本的 １建　設
　支　出 　改良費

（上水）

設計業務
低区配水池詳細 80,300,000 0 80,300,000 0 0 0 80,300,000 0 0

追加工事が発生し
たことに伴い、設

0 計の見直しに不測
の日数を要したた
め

（上水）
１資本的 １建　設 下呂浄水場送水
　支　出 　改良費 ポンプ電気設備

工事

214,022,000 0 214,022,000 56,667,000 0 0 152,800,000 4,555,000 0 0

国の補正予算を財
源とする事業であ
り、年度内完了が
見込めないため

（上水）
１資本的 １建　設 東上田管路耐震
　支　出 　改良費 化事業（１工

区）

76,553,000 0 76,553,000 17,988,000 0 0 54,600,000 3,965,000 0 0

国の補正予算を財
源とする事業であ
り、年度内完了が
見込めないため

１資本的 １建　設
　支　出 　改良費

（上水）

化事業設計業務
東上田管路耐震 31,025,000 0 31,025,000 6,667,000 0 0 20,900,000 3,458,000 0 0

国の補正予算を財
源とする事業であ
り、年度内完了が
見込めないため

１資本的 １建　設
　支　出 　改良費

（上水）
東上田導水管更

管推進工基本設
計業務

新及び国道横断 17,820,000 0 17,820,000 0 0 0 0 17,820,000 0
地権者との協議に

0 不測の期間を要し
たため

（上水）
１資本的 １建　設 東上田導水管及
　支　出 　改良費 び国道横断耐震

化詳細設計業務

33,673,000 0 33,673,000 3,621,000 0 0 26,000,000 4,052,000 0 0

国の補正予算を財
源とする事業であ
り、年度内完了が
見込めないため

１資本的 １建　設
　支　出 　改良費

（簡水）

水道管移設工事
市道和川12号線 38,940,000 0 38,940,000 0 38,940,000 0 0 0 0 0

道路工事との工程
調整の結果、年度
内完成が困難と
なったため

492,333,000 0 492,333,000 84,943,000 38,940,000 0 334,600,000 33,850,000 0 0

令 和 7 年 度 下 呂 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

款 項 事　業　名 予算計上額
支 払 義 務 翌　年　度
発　生　額 繰　越　額

左 の 財 源 内 訳

不　用　額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説　　　明国　　　庫
補 助 金 等

負　担　金 分　担　金 企　業　債
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円

計

円 円 円 円 円 円
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承第７号

専決処分の承認について（令和８年度下呂市一般会計補正予

算（第１号））

  別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

コミュニティ助成事業の採択を受けたことに伴い、自治会へ当該助成金を交付するため

の予算を増額補正するもので、災害への備えとして早期の配備が必要であるため、地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求めるもの。
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専第８号

専決処分書（令和８年度下呂市一般会計補正予算（第１号））

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、令和８年度下呂市

一般会計補正予算（第１号）を、別紙のとおり専決処分する。

令和８年５月８日

下呂市長  山 内  登
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令和８年度下呂市一般会計補正予算（第１号） 
 

 令和８年度下呂市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，１７２，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

21. 諸 収 入 ６５４，３２８ ２，０００ ６５６，３２８

05. 雑 入 ３１２，１０４ ２，０００ ３１４，１０４

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２３，１７０，０００ ２，０００ ２３，１７２，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

09. 消 防 費 １，１３２，７０２ ２，０００ １，１３４，７０２

01. 消 防 費 １，１３２，７０２ ２，０００ １，１３４，７０２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２３，１７０，０００ ２，０００ ２３，１７２，０００

【第１表】

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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１　総括

(歳　入) (単位：千円)

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

21. 諸 収 入 ６５４，３２８ ２，０００ ６５６，３２８

歳       入       合       計歳 入 合 計 ２３，１７０，０００ ２，０００ ２３，１７２，０００

歳入【総　括】

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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(歳　出) (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特     定     財     源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

09. 消 防 費 1,132,702 2,000 1,134,702   2,000  

歳       出       合       計歳 出 合 計 23,170,000 2,000 23,172,000   2,000  

歳出【総　括】

一 般 財 源
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２　歳入

(款) 21. 諸収入

(項) 05. 雑入 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 01. 雑入 312,104 2,000 314,104  01. 総務雑入 2,000 コミュニティ助成事業助成金                

計 312,104 2,000 314,104

歳入【諸収入】

目
区     分 金   額
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３　歳出
(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費 (単位：千円)
補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

04. 災害対策費 122,749 2,000 124,749 2,000 18. 負担金補助 2,000

2,000 及び交付金 災害対策諸経費臨時 2,000

<諸収入 補助金 2,000 負担金補助及び交付金 2,000
2,000>       補助金                               

        コミュニティ自主防災組織育成事業補 

        助金                               

計 1,132,702 2,000 1,134,702 2,000

歳出【消防費】

一般財源 区   分  金   額 
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議第 62 号

財産の取得について

次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求める。

１ 取得する財産 北部学校給食センター給食配送車 ２台

２ 取 得 価 格 20,694,286 円

３ 取得の相手方 岐阜県下呂市小坂町坂下 543 番地１

小坂自動車株式会社

代表取締役 水野 聰

４ 取 得 の 理 由 北部学校給食センターで使用する給食配送車を更新するため。

令和８年６月５日提出

                      下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

北部学校給食センター給食配送車の予定価格が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条に規定する「議会の議決に付さなければならない

財産の取得又は処分は、予定価格 2,000 万円以上の不動産若しくは動産の買入れ」に該当

するため。
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第　１　回 第　２　回
備　　　考

金　　額 金　　額

開札

閉札

から まで

順位 順位

( )

：

：

円

円 円

円(

円(

)

)

円

円

野中石油（株） 3 21,277,108円

住吉石油（株） 失格

（有）下町自動車工業 失格

（株）マルイケ 失格

小坂自動車（株） 1 落札18,830,000円

(有)竹腰商会 辞退

下呂モータース（株） 2 20,437,868円

（株）小川モータース 失格

タニグチ自動車 失格

桂川オート 失格

入　札　執　行　一　覧　表
契約方法 指名競争入札

契約担当 教育総務課　学校給食センター

学給物第4号仕 様 書 番 号 令和 8年 5月11日

北部学校給食センター給食配送車購入
開 札 日 時

令和 8年 5月11日
購 入 物 品 名

入 札 場 所 下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）

納 入 場 所 下呂市萩原町跡津地内 執 行 者 下呂市長　山内　登

履 行 期 限 契約締結日の翌日 令和10年 3月31日 立 会 人 財務課長　杉山勝彦

売 買 金 額 20,694,286 岐阜県下呂市小坂町坂下５４３番地１

小坂自動車（株）予 定 価 格 24,070,800 21,882,546
契 約 者

低入札調査基準価格 - 0-

失格判断基準価格 0- -

売買金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名

給食配送車　一式事 業 概 要

指 名 業 者 選 定 理 由

随 意 契 約 理 由
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議第 63 号

下呂市印鑑条例の一部を改正する条例について

  上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

出入国管理法及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）及び日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第 71 号）の

改正に伴い、当該条例の一部を改正するもの。
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   下呂市印鑑条例の一部を改正する条例

（下呂市印鑑条例の一部改正）

下呂市印鑑条例（平成16年下呂市条例第65号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

（印鑑登録証明書の申請及び交付） （印鑑登録証明書の申請及び交付）

第10条 （略） 第10条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前２項の規定にかかわらず、登録者は、印

鑑登録証に代えて個人番号カード（行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第７項に規定する個人番号カード

をいう。以下同じ。）、特定在留カード（出

入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第

319号）第19条の15の２第１項に規定する特

定在留カードをいう。以下同じ。）又は特定

特別永住者証明書（日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管

理に関する特例法（平成３年法律第71号）第

16条の２第１項に規定する特定特別永住者

証明書をいう。以下同じ。）を添えて自ら書

面で市長に申請することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、登録者は、印

鑑登録証に代えて個人番号カード（行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第７項に規定する個人番号カード

をいう。以下同じ。）を添えて自ら書面で市

長に申請することができる。

５ （略） ５ （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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                        【参考資料】

下呂市印鑑条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

外国人住民が持つ在留カード及び特別永住者証明書が個人番号カードと一体化する

ことに伴い、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要

(１) 現在、窓口で個人番号カードの IC チップを読みとり暗証番号の入力をすれば印

鑑登録証明書の交付が受けられるところ、在留カードと個人番号カードが一体化し

た特定在留カード、特別永住者証明書と個人番号カードが一体化した特定特別永住

者証明書でも同様の申請方法に対応するため改正します。

（第 10 条第４項関係）

(２) この条例は、公布の日から施行します。

（附則関係）

-19-



議第 64 号

下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に係る基準に関する条例及び下呂市介護

保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関す

る条例の一部を改正する条例について

  上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

「運営推進会議」の回数を減らすことで現場の負担軽減を図るため、当該条例の一部を

改正するもの。

-20-



下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に係る基準に関する条例及び下呂市介護保険法に基づく指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例

（下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に

関する条例の一部改正）

第１条 下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基

準に関する条例（平成25年下呂市条例第９号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

（準用） （準用）

第108条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16及び第59条の17の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条

第１項中「第31条に規定する運営規程」とあ

るのは「第100条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第32条の２第２項、第34条

第１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第５章第４節」と、第59条の13第３項及

び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」

第108条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16及び第59条の17の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条

第１項中「第31条に規定する運営規程」とあ

るのは「第100条に規定する重要事項に関する

規程」と、同項、第32条の２第２項、第34条

第１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第５章第４節」と、第59条の13第３項及

び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」
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改  正  後 改  正  前

と、「６月」とあるのは「３月（地域と十分

な連携が図られ、開かれた事業運営がされて

いると市長が認めるものについては、４月）」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする。

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と読み替え

るものとする。

（準用） （準用）

第128条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条から第36

条まで、第38条、第40条から第41条まで、第

59条の11、第59条の16、第59条の17第１項か

ら第４項まで、第99条、第102条、第104条及

び第106条の２の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第31条に規定

する運営規程」とあるのは「第122条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第59条の11第２項中「この節」とあ

るのは「第６章第４節」と、第59条の16第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「３月（地域と十分な連

携が図られ、開かれた事業運営がされている

と市長が認めるものについては、４月）」と、

第128条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条から第36

条まで、第38条、第40条から第41条まで、第

59条の11、第59条の16、第59条の17第１項か

ら第４項まで、第99条、第102条、第104条及

び第106条の２の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第31条に規定

する運営規程」とあるのは「第122条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第59条の11第２項中「この節」とあ

るのは「第６章第４節」と、第59条の16第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、第99条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第102条中「指定小規模多機能
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改  正  後 改  正  前

第99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第102条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症

対応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。

（準用） （準用）

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、第

32条の２、第34条から第38条まで、第40条か

ら第41条まで、第59条の11、第59条の15、第

59条の16、第59条の17第１項から第４項まで、

第99条及び第106条の２の規定は、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第32条の２第

２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と、第59条の11第２項中「この

節」とあるのは「第７章第４節」と、第59条

の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特

定施設従業者」と、第59条の17第１項中「地

域密着型通所介護に知見を有する者」とある

のは「地域密着型特定施設入居者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とある

のは「３月（地域と十分な連携が図られ、開

かれた事業運営がされていると市長が認める

ものについては、４月）」と読み替えるもの

とする。

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、第

32条の２、第34条から第38条まで、第40条か

ら第41条まで、第59条の11、第59条の15、第

59条の16、第59条の17第１項から第４項まで、

第99条及び第106条の２の規定は、指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第32条の２第

２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と、第59条の11第２項中「この

節」とあるのは「第７章第４節」と、第59条

の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特

定施設従業者」と、第59条の17第１項中「地

域密着型通所介護に知見を有する者」とある

のは「地域密着型特定施設入居者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）
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改  正  後 改  正  前

第177条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、

第38条、第41条、第59条の11、第59条の15、

第59条の17第１項から第４項及び第106条の

２の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第31条に規定する運営規程」

とあるのは「第168条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第32条の２第２項、第

34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第13条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支

援が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第59条の11第

２項中「この節」とあるのは「第８章第４節」

と第59条の17第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「３月（地域と十分な連携が図られ、開か

れた事業運営がされていると市長が認めるも

のについては、４月）」と読み替えるものと

する。

第177条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、

第38条、第41条、第59条の11、第59条の15、

第59条の17第１項から第４項及び第106条の

２の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第31条に規定する運営規程」

とあるのは「第168条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第32条の２第２項、第

34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第13条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支

援が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第59条の11第

２項中「この節」とあるのは「第８章第４節」

と第59条の17第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第189条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、

第189条 第９条、第10条、第12条、第13条、第

22条、第28条、第32条の２、第34条、第36条、
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改  正  後 改  正  前

第38条、第40条の２、第41条、第59条の11、

第59条の15、第59条の17第１項から第４項ま

で、第106条の２、第153条から第155条まで、

第158条、第161条、第163条から第167条まで

及び第171条から第176条までの規定は、ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第186条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第32条の２第２項、第34条第

１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第13条第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」

と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第59条の11第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第５節」と第59条

の17第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「３月

（地域と十分な連携が図られ、開かれた事業

運営がされていると市長が認めるものについ

ては、４月）」と、第167条中「第158条」と

あるのは「第189条において準用する第158条」

と、同条第５号中「第157条第５項」とあるの

は「第182条第７項」と、同条第６号中「第177

条」とあるのは「第189条」と、同条第７号中

第38条、第40条の２、第41条、第59条の11、

第59条の15、第59条の17第１項から第４項ま

で、第106条の２、第153条から第155条まで、

第158条、第161条、第163条から第167条まで

及び第171条から第176条までの規定は、ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第186条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第32条の２第２項、第34条第

１項並びに第40条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第13条第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」

と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第59条の11第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第５節」と第59条

の17第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第167条中「第158条」とあるのは「第189

条において準用する第158条」と、同条第５号

中「第157条第５項」とあるのは「第182条第

７項」と、同条第６号中「第177条」とあるの

は「第189条」と、同条第７号中「第175条第

３項」とあるのは「第189条において準用する

第175条第３項」と、第176条第２項第２号中
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改  正  後 改  正  前

「第175条第３項」とあるのは「第189条にお

いて準用する第175条第３項」と、第176条第

２項第２号中「第155条第２項」とあるのは「第

189条において準用する第155条第２項」と、

同項第３号中「第157条第５項」とあるのは「第

182条第７項」と、同項第４号及び第５号中「次

条」とあるのは「第189条」と、同項第６号中

「前条第３項」とあるのは「第189条において

準用する前条第３項」と読み替えるものとす

る。

「第155条第２項」とあるのは「第189条にお

いて準用する第155条第２項」と、同項第３号

中「第157条第５項」とあるのは「第182条第

７項」と、同項第４号及び第５号中「次条」

とあるのは「第189条」と、同項第６号中「前

条第３項」とあるのは「第189条において準用

する前条第３項」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16、第59条の17、第87

条から第90条まで、第93条から第95条まで、

第97条、第98条、第100条から第104条まで、

第106条及び第106条の２の規定は、指定看護

小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第202

条において準用する第100条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第３条の30の

２第２項、第３条の32第１項並びに第３条の

38の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の11第２項中「この節」とあるのは「第９

章第４節」と、第59条の13第３項及び第４項

並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22

条、第28条、第32条の２、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第59条の11、

第59条の13、第59条の16、第59条の17、第87

条から第90条まで、第93条から第95条まで、

第97条、第98条、第100条から第104条まで、

第106条及び第106条の２の規定は、指定看護

小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第202

条において準用する第100条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第３条の30の

２第２項、第３条の32第１項並びに第３条の

38の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の11第２項中「この節」とあるのは「第９

章第４節」と、第59条の13第３項及び第４項

並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中
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改  正  後 改  正  前

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「３月（地域と十分

な連携が図られ、開かれた事業運営がされて

いると市長が認めるものについては、４月）」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と、第87条中「第82条第12項」とあるのは「第

191条第13項」と、第89条及び第97条中「小規

模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第106

条中「第82条第６項」とあるのは「第191条第

７項各号」と読み替えるものとする。

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と、第87条

中「第82条第12項」とあるのは「第191条第13

項」と、第89条及び第97条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第106条中「第

82条第６項」とあるのは「第191条第７項各号」

と読み替えるものとする。

（下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関

する条例の一部改正）

第２条 下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準

に関する条例（平成25年下呂市条例第10号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

（準用） （準用）

第65条 第11条から第15条まで、第21条、第23

条、第24条、第26条、第28条、第28条の２、

第31条から第39条まで（第37条第４項を除

く。）の規定は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第１項中「第27条に規定

第65条 第11条から第15条まで、第21条、第23

条、第24条、第26条、第28条、第28条の２、

第31条から第39条まで（第37条第４項を除

く。）の規定は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第１項中「第27条に規定
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改  正  後 改  正  前

する運営規程」とあるのは「第57条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第28条

第３項及び第４項、第28条の２第２項、第31

条第２項第１号及び第３号、第32条第１項並

びに第37条の２第１号及び第３号中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と、第39条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「３月（地域と十分な連携が図ら

れ、開かれた事業運営がされていると市長が

認めるものについては、４月）」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と読み替え

るものとする。

する運営規程」とあるのは「第57条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第28条

第３項及び第４項、第28条の２第２項、第31

条第２項第１号及び第３号、第32条第１項並

びに第37条の２第１号及び第３号中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と、第39条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第

23条、第24条、第26条、第28条の２、第31条

から第34条まで、第36条から第39条まで（第

37条第４項及び第39条第５項を除く。）、第

56条、第59条、第61条及び第63条の２の規定

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、

第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」

とあるのは「第80条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第28条の２第２項、第

31条第２項第１号及び第３号、第32条第１項

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第

23条、第24条、第26条、第28条の２、第31条

から第34条まで、第36条から第39条まで（第

37条第４項及び第39条第５項を除く。）、第

56条、第59条、第61条及び第63条の２の規定

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、

第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」

とあるのは「第80条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第28条の２第２項、第

31条第２項第１号及び第３号、第32条第１項
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改  正  後 改  正  前

並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第26条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第39条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予

防認知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「３月（地

域と十分な連携が図られ、開かれた事業運営

がされていると市長が認めるものについて

は、４月）」と、第56条中「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第59条中「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第26条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第39条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予

防認知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第56条中「介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第59条中「指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者」と読み替える

ものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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                        【参考資料】

下呂市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例及び下呂

市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に

関する条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

「運営推進会議」の回数を減らすことで現場の負担軽減を図るため、当該条例の一部

を改正するものです。

２．概要

(１) 運営推進会議の開催回数を年６回（おおむね２月に１回）と定められているサー

ビスについて、年４回（おおむね３月に１回）とし、特に地域連携が図られている

と市長が認める場合は年３回（おおむね４月に１回）とします。

（第１条、第２条関係）

(２) この条例は、公布の日から施行します。

（附則関係）
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議第 65 号

下呂市介護保険条例の一部を改正する条例について

  上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

所得税法等の一部改正による給与所得控除の引上げを背景とする、就労収入の増加に伴

う介護保険料の増加に対し、保険料の減免の特例及びその申請手続の特例を定めるため、

当該条例の一部を改正するもの。
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下呂市介護保険条例の一部を改正する条例

下呂市介護保険条例（平成16年下呂市条例第104号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

附 則 附 則

16の２ 第１号被保険者の令和８年度におけ

る保険料額の算定についての第２条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険

者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、

同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれ

かに該当するときは、当該第１号被保険者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されている者とみなす。

16の２ 第１号被保険者の令和８年度におけ

る保険料額の算定についての第２条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険

者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、

同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれ

かに該当するときは、当該第１号被保険者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されている者とみなす。

（令和８年度の保険料の減免及びその手続

の特例）

17 第11条第１項の規定にかかわらず、市長

は、令和７年度分の地方税法の規定による市

町村民税が課されていない者であった第１

号被保険者又はその属する世帯の世帯主及

び全ての世帯員が、第16項又は前項の規定に

より令和８年度分の同法の規定による市町

村民税が課されている者とみなされたとき

は、当該第１号被保険者に係る令和８年度分

の保険料に限り、これを減免することができ

る。

18 前項の規定による保険料の減免について

は、第11条第２項の規定は、適用しない。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。
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                        【参考資料】

下呂市介護保険条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

所得税法等の一部改正による給与所得控除の引上げを背景とする、就労収入の増加に

伴う介護保険料の増加に対し、保険料の減免の特例及びその申請手続の特例を定めるた

め、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要

(１) 令和７年度において市町村民税が課されていない者であった第１号被保険者等

が、附則第 16 項又は第 16 項の２の規定により課税されている者とみなされたとき

は、令和８年度分の保険料に限り、減免することができることとします。

（附則第 17 項関係）

(２) 前項の規定による保険料の減免は、申請によらず行うことができるものとします。

（附則第 18 項関係）

(３) この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用します。

（附則関係）
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議第 66 号

下呂市元気ではつらつ増進施設条例の一部を改正する条例につ

いて

上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長 山 内  登

  提 案 理 由

下呂上ヶ平サンビレッジのプールにおいて、コースの貸切りを可能とし、利用者の利便性

向上を図るため、当該条例の一部を改正するもの。
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下呂市元気ではつらつ増進施設条例の一部を改正する条例

下呂市元気ではつらつ増進施設条例（平成17年下呂市条例第43号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係）

１ 基本利用料 １ 基本利用料

○下呂上ケ平サンビレッジ ○下呂上ケ平サンビレッジ

プール、マシーン基本利用料～スポーツ

クラブ （略）

プール、マシーン基本利用料～スポーツ

クラブ （略）

施設利用料（１時間当たり）

区分 利用料

プール１コース 2,090円

○金山リバーサイドスポーツセンター・スタジ

アム

○金山リバーサイドスポーツセンター・スタジ

アム

表 （略） 表 （略）

２ 加算利用料等 （略） ２ 加算利用料等 （略）

附 則

この条例は、令和８年７月１日から施行する。
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                        【参考資料】

下呂市元気ではつらつ増進施設条例の一部を改正する条例要

綱

１．改正理由

下呂上ヶ平サンビレッジのプールにおいて、コースの貸切りを可能とし、利用者の利

便性向上を図るため、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要

(１) 施設利用料として、下呂上ケ平サンビレッジのプール１コースの１時間貸切り料

金を新設します。

（第 11 条関係）

(２) この条例は、令和８年７年 1 日から施行する。

（附則関係）
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議第 67 号

下呂市飛騨小坂ふれあいの森条例の一部を改正する条例につ

いて

  上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

物価高騰、人件費の賃金上昇等に伴い、それに合わせて施設の利用料金を適正な価格に

見直すため、当該条例の一部を改正するもの。
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下呂市飛騨小坂ふれあいの森条例の一部を改正する条例

下呂市飛騨小坂ふれあいの森条例（平成17年下呂市条例第48号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

別表（第13条関係） 別表（第13条関係）

１ 利用料 １ 利用料

施設

区分

利用

区分
単位

利用料金

（円）
摘要

施設

区分

利用

区分
単位

利用料金

（円）
摘要

上

限

下

限

上

限

下

限

バ

ン

ガ

ロ

ー

Ａ 無 １棟

１泊

21,

000

6,0

00

バ

ン

ガ

ロ

ー

Ａ 無 １棟

１泊

15,

000

6,0

00

Ｂ 無 〃 25,

000

9,0

00

Ｂ 無 〃 18,

000

9,0

00

Ｃ 無 〃 35,

000

14,

000

Ｃ 無 〃 25,

000

14,

000

ロ

グ

ハ

ウ

ス

無 〃 29,

000

11,

000

ロ

グ

ハ

ウ

ス

無 〃 21,

000

11,

000

調理棟の部～施設内出店料の項 （略） 調理棟の部～施設内出店料の項 （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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                        【参考資料】

下呂市飛騨小坂ふれあいの森条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

物価高騰、人件費の賃金上昇等に伴い、それに合わせて施設の利用料金を適正な価格

に見直すため、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要

(１) バンガローの利用料金の上限を引上げるものです。

（別表関係）

(２) この条例は、公布の日から施行します。

（附則関係）
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議第 68 号

下呂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に

ついて

  上記の条例を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

下呂市長  山 内  登

提 案 理 由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令第 335 号）の一

部改正に伴い、当該条例の一部を改正するもの。
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下呂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

下呂市消防団員等公務災害補償条例（平成16年下呂市条例第151号）の一部を次のように改正する。

改  正  後 改  正  前

（葬祭補償） （葬祭補償）

第18条 非常勤消防団員等が公務により、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、又は応急措置の業務に従事したことに

より死亡した場合においては、市は、葬祭を

行う者に対して、葬祭補償として330,000円に

補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金

額を支給する。

第18条 非常勤消防団員等が公務により、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、又は応急措置の業務に従事したことに

より死亡した場合においては、市は、葬祭補

償として葬祭を行う者に対して、葬祭補償と

して315,000円に補償基礎額の30倍に相当す

る金額を加えた金額を支給する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の下呂市消防団員等公務災害補償条例第18条の規定は、令和８年４月１

日以後に支給すべき事由の生じた下呂市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬

祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する葬祭補償については、

なお従前の例による。
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                        【参考資料】
   下呂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令第 335 号）の一

部改正に伴い、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要

(１) 葬祭補償の補償基準額を 315,000 円から 330,000 円に引き上げます。

（第 18 条関係）

(２) この条例は、公布の日から施行します。

（附則第１項関係）

(３) この条例は令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用

し、同日前に支給すべき事由については、従前のとおりとします。

(附則第２項関係) 
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